
                      平成１９年２月１６日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

ネットワーク対応型情報表示装置 

 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 本装置は、ゲームセンター等に設置されるネットワーク対応型情報表示装置であ

る。 

 ゲーム機又はサーバーから受け取った情報を基にパソコンで画像を作成してモ

ニター（PDP又はLCD）に表示する、あるいは、あらかじめ用意されたプログラムに

従って情報等をモニターに表示する。また、備え付けのスピーカーから音楽等を流

す。 

  

○構造、仕様、意匠 

 モニターを備え、制御・表示のためのパソコンを内蔵する。 

スピーカー、オーディオアンプ等の音響装置を備える。 

 ゲームセンター等の運営者が設定や調整を行うための操作盤を筐体内部に備え

る。 

 定 格：１００Ｖ、５０－６０Ｈｚ、５５０Ｗ（暫定値）、屋内専用 

 

○主な使用者、販売先 

ゲームセンター等 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 特定電気用品以外の電気用品中、電子応用機械器具の「その他の音響機器」とし

て取り扱う。 

 

（理由） 

 本装置は、モニターに様々な表示を行うが、必ずしも広告を行うものではないた

め、「広告灯」に該当せず、オーディオアンプを備えていることから、「その他の

音響機器」として取り扱うことが妥当と判断する。 

 

電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 


